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７月１３日（水）に実施し

たピア☆サロンでは、食欲が

なくなる夏にも食べやすい

「冷やしぶっかけうどん」を

作りました。参加者は、介助

者・スタッフも含めて２８名。

３班に分かれて作業をしま

した。 
うどんの作り方はいたっ

て簡単。中力粉に塩とお湯を

入れて、耳たぶくらいの硬さ

になるまでこね、こね終わっ

たら、１時間寝かせます。 
寝かせ終わった生地は麺棒

で伸ばし、包丁で切って茹で

ます。茹で上がったらざるに

あけて一気に冷やし、あとは

盛 り 付 け

て、「いっ

た だ き ま

～す！」。 
 
し か し

実際は、こ

ねながら「お湯は少しずつ入

れて」「まだ硬い」「隣の班は

もっと柔らかいで」な

どわいわい言いあった

り、寝かした生地を伸

ばす人、切る人、トッ

ピングを用意する人、

と作業を少しずつ分担

しあったりと、初参加

の方も数名おりました

が、班ごとに協力しあ

って、にぎやかにうど

ん作りを楽しんでいました。 
 

具材争奪戦で盛り上がり 

 
さらに班の結束を強めた

のが、うどんを寝かせる間に

行った「具材争奪戦ゲーム」。

①大根（おろして後で食べ

る）、②水を入れたペットボ

トル、③計量カップのそれぞ

れの重さを、各自が手に持つ 
などして推量し、班ごとに数 
値を発表して、実際の重さに

近かった班が好きな具材を

選べるというもので、みんな

真剣勝負。結果発表のたびに  
 

 

「伸ばすのって難しい～」 

 
「えー！」という驚きの声と

「やったー！」という歓声が 
入り乱れていました。内容の 
差はあれ、どの班もたくさん 
の具材がわたり、それぞれの

味を堪能していました。 
参加者からは、「みんなで 

作るうどんは美味しかった」 
「初めてこねたり伸ばした

りできてうれしかった」など

の感想が聞かれました。 
帰られるみなさんは、「お

なかは満腹、気持ちはご満

悦」な様子でした。 
 

     (手話通訳 細井)
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聴覚障がい者サロン・外出企画報告 

 

 

 

 

「シャープにて LED の説明」 

６月１日（水）の聴覚障が

い者サロン・外出企画はシャ

ープ歴史・技術ホール（天理

市）と今井町見学でした。1

６名が参加しました。 

シャープ歴史・技術ホール

では文具のシャープペンシ

ルから始まったことが社名

の由来だということにみん

な驚いていました。プラズマ

イオンの空気清浄機、液晶の

しくみや LED 照明に関心が

集まり、熱心に説明を聞いた

り質問したりしていました。 

シャープの見学が終わると

今井町へ移動。 

ボランティアガイドの案

内で江戸前期の今西家、旧米

谷家、幕末の高木家を散策し

ました。 

 大雨の中、傘を差しながら

の見学で、説明するほうも通

訳するほうも見るほうも大

変でした。 

古い町並みの保存は素晴

らしいのですが、バリアフリ

ー仕様になっていないのは

残念でした。参加者から｢今

井町は以前行ったことがあ

るが、今回はガイドがついて

いたので、手話通訳を通して

内容がよくわかり、感動し

た｣など感想をいただきまし

た。 

「今井町にて屋敷の説明」 

 

（聴覚障がい 

ピアカウンセラー 伊藤） 

 

 

 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

 

 
 歯はきちんと磨いていますか？ 歯と口は健康のバロメーター（めやす、指針） 

ともいわれます。歯のお医者さんが手話でわかりやすくお話ししてくれます。 

 

【日 時】 １２月７日（水）１３：３０～１５：３０ 

【場 所】 松原市総合福祉会館 ２階 社会適応訓練室 

【内 容】 「歯と口の健康」についてのお話 

【講 師】 村上旬平（むらかみ じゅんぺい）氏 

（大阪大学歯学部附属病院 障害者歯科治療部 歯科医師） 

【対 象】 市内在住の聴覚障がいのある人 

【参加費】 無料     

【申込締切】１１月２８日（月）まで  

【申込方法】名前・ＦＡＸ（連絡先）を書いてまつばらピアセンターへＦＡＸしてください 

（聴覚障がいピアカウンセラー 伊藤） 



(3) 第 36 号             マッピー通信          平成 23 年 10 月 1日 

障がいのあるお母さん（お父さん）のための 

 

 

 

  

子どもを産むこと、慈しみ

育てること、それは何ものに

も代えることのできない親

としての喜びです。 

しかし障がい者が子ども

を産み育てるとき、目の前に

はさまざまな壁が立ちはだ

かります。障がい者の子育て

に関する制度や社会資源の

乏しさ、社会の偏見、遺伝の

不安、日常生活や養育、教育

の悩みなど…。そんな不安や

悩みを一人で抱え込まずに、

親同士“ピア”な関係の中で

支え合うことができれば、今

よりもっと楽しく自分らし

い子育てができるのではな

いでしょうか…。 

何より子どもたちは、大好

きなお母さん（お父さん）が

元気でいてくれることが一

番嬉しいのです。 

 いっぱい笑って、いっぱい 

泣いて、元気な子育てをみん

なで支え合いましょう！ 

【日 時】  １１月１７日（木）１０：００～１６：００ 

【場 所】  松原市総合福祉会館 ３階 会議室 

【対 象】  おおむね１８歳以下の子どもを育てている、障がいのある方 

【定 員】  ８名程度 

【リーダー】 藤原 久美子（自立生活センター・神戸Ｂｅすけっと） 

       大西 友子（まつばらピアセンター） 

【申込締切】 １１月１日（火）まで 

【申込方法】 まつばらピアセンター大西までお電話ください 

※ 一時保育あり【ＮＰＯ法人子育て支援ぽけっと（共催 松原市）】 

                        （視覚障がいピアカウンセラー 大西） 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 肢体障がい者 健康講座 「自分の体は自分で守ろう！」  

 ～理学療法士から学ぶセルフトレーニング講座～ 

昨年に引き続き肢体障がい者サロンでは、健康講座を開催します。日頃運動する機会の少ない

方でも、自分でできる簡単なトレーニング方法を学びます。講座終了後は、みんなでお茶を飲

みながら楽しくお話しましょう！ 

 

【日 時】 １２月１３日（火） １３：３０～１５：００  

【場 所】 松原市総合福祉会館 ３階 会議室 

【定 員】 １０名程度  

【問合せ】 まつばらピアセンター根木までご連絡ください。                  

（肢体障がいピアカウンセラー 根木） 

   



(4) 第 36 号             マッピー通信         平成 23 年 10 月 1 日 
 

                                       

↓相談内容・日時 ※相談は無料。訪問もします。プライバシー・秘密は守ります。 

まずは、電話・ＦＡＸなどでご連絡ください。祝日・１２/３０～１/４は休み 

福祉相談 

社会福祉の相談員が生

活全般に関する相談を

お聴きします。 

担当 中西・吉川 

mp-daihyo@ac.auone-net.jp 

月～金曜日 

９：００～１７：３０ 

聴覚障がい担当 ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ伊藤 

mp-chokakupeer@ac.auone-net.jp 

手話通訳者 細井 

月 １０：００～１７：００ 

水 １０：００～１７：００ 

視覚障がい担当 ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ大西 

mp-shikakupeer@ac.auone-net.jp 

火 １０：００～１５：００ 

木 １０：００～１６：００ ピア・カウンセリング 

障がいのあるピアカウ

ンセラー(相談員)が、み

なさんの思い・悩み・や

りたいことなどを、仲間

としてお聴きします。 

肢体障がい担当 ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ根木 

mp-shitaipeer@ac.auone-net.jp 

火 １３：００～１７：００ 

金 １０：００～１６：００ 

 

連絡先：ＴＥＬ ０７２‐３３７‐７３３３  ＦＡＸ ０７２‐３３５‐０２９４  

「マッピー通信」の点字版・テープ版をご希望の方は、まつばらピアセンターまでご連絡ください。 

 

 

<マッピーの声> 

 障害者自立支援法が改正され、同行援護な

ど一部は、今年の１０月より施行されます。

障害者基本法も一部改正されました。また、

障害者虐待防止法も新たに公布されました。 

めまぐるしく法律が変わっていきますよね。

でも、この変化が、誰もが安心して暮らせる

社会の実現であるならば、いいですよね。 

 

 まつばらピアセンターも相談

支援をより充実させ、がんばっ

ていきますね。制度について分

からないことがありましたら、

ピアセンターまでご連絡くださ

いね。 

（相談支援専門員 中西）  

※たくさんの人に知ってほしい！協力してほしい！など、読者の皆さんからの投稿もお待ちしています。

（営利目的、宗教、政党活動に関するものについては掲載できません。また、紙面の都合上掲載できない場合があります。）

★まつばらピアセンターについて★ 

松原市にお住まいの、障がいのある方とその家族の身近な相談窓口です。 

支 援 内 容   ①ホームヘルパーやデイサービス、ショートステイなどの利用援助 

        ②社会資源を活用するための支援 ③社会生活力を高めるための支援 

       ④ピア・カウンセリング      ⑤権利の擁護のために必要な援助 

⑥専門機関の紹介   

みなさんが地域で自分らしく生活できるようお手伝いします！ 




